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１（仮称）小平市こども条例制定に向けたスケジュールについて 

 年 月 青少年問題協議会 こども若者等への意見聴取 

令和８年４月 青少年問題協議会１ 

・（仮称）小平市こども条例の内容について① 

 

５月  保育園ワークショップ 

６月 
青少年問題協議会２ 

・（仮称）小平市こども条例の内容について② 

中学校生徒会ワークショップ 

高校生徒会ワークショップ 

市内小学校・中学校・高校への周知、意見聴

取 

７月  

小学校ワークショップ 

児童館こども会議 

 

８月 
青少年問題協議会３ 

・（仮称）小平市こども条例の内容について③ 
 

９月   

10月 
青少年問題協議会４ 

・（仮称）小平市こども条例の内容について④ 
 

11月  
市民意見公募手続 

 市報１１月２０日号掲載 

12月   

令和９年１月   

２月 
青少年問題協議会５ 

・市民意見公募手続を踏まえた条例案 

 

３月   

 

２ （仮称）小平市こども条例制定に向けたこども若者等からの意見聴取について 

こども・若者に対し、こどもの権利（生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利）に

ついて日頃考えていることや思っていることについてワークショップ等を通して意見聴取し、こど

も・若者の意見を小平市こども条例に反映させることを目的とする。 

〇ワークショップの内容（案） 

 市内の小学校、中学校、高等学校（各１校）の生徒会等に出向き、こどもの権利についてグルー

プごとにワークショップを行う。どのような時にこどもの権利が守られていないと感じるか、また、

大人たちや市に対して、こどもの権利が守られるためにどのようなことをしてほしいか、について
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意見をまとめ、発表する。 

保育園でのグループワークについては、未就学児に行うことは難しいため、平易な聞き方で質問

し、意見を出してもらうにとどめる。 

 

３ 児童・生徒への周知、意見聴取 

 市が条例を制定することと、条例制定にあたり広く意見を聴取するため、市内学校（小学校、

中学校、高等学校）の児童・生徒へ周知予定。 


